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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月1日(2011.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】表示装置の製造方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一のパネルを含む面積に分割された複数の単結晶半導体層を、絶縁層を介して絶縁表面
を有する基板上に接合し、
　前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりを同時に露光して回路パターン
を形成することにより、個々の前記単結晶半導体層を用いてトランジスタを含む回路を形
成することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記絶縁層は、有機シランを原料ガスとして化学気相成長法により成膜する酸化シリコ
ン層であることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項３】
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　請求項２において、
　前記有機シランとしては、テトラエトキシシラン、トリメチルシラン、テトラメチルシ
ラン、テトラメチルシクロテトラシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ヘ
キサメチルジシラザン、トリエトキシシラン、又はトリスジメチルアミノシランを用いる
ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記複数の単結晶半導体層から選択された一のまとまりは、露光装置が１回に露光する
範囲のまとまりとすることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記露光装置が１回に露光する範囲のまとまりは、アライメントマーカーを有し、
前記アライメントマーカーを用いて、前記単結晶半導体層の位置合わせを行うことを特徴
とする表示装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記絶縁表面を有する基板として、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガ
ラス、又はバリウムホウケイ酸ガラス、石英基板、サファイヤ基板、又はセラミック基板
を用いることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記一のパネルのサイズは、対角１０インチ未満であることを特徴とする表示装置の製
造方法。
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